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「利潤率の傾向的低下法則」の

論証について

佐 藤
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VI 結語

「利潤率の傾向的低下法則」は，マルクスの経済学体系において， 「相対的

過剰人口の累進的生産の法員lJ」と共に，重要な経済法則であるが，マルクスの

「利潤率の傾向的低下法則」の論証に対しては， Tugan-Baranowsky〔46〕を

はじめとして多くの論者によって批判がなされ，またそれに対して反批判がな

され，今日までにほぼ90年にわたる論争史が形成されているO 小論では，その

全論争史を取り上げるのではなく， 「利潤率の傾向的低下法則」の論証をめぐ

るいくつかの論点について検討することを目的とする。

まず， 「資本主義的生産の発展と共に資本の有機的構成が高度化する」とい

う事がマルクスの論証において重要な前提となっているが，このことがし、える

のか否かが第一の論点である。次に， Tugan-Baranowskyにはじまり L.v. 

Bortkiewicz〔21)〔22〕を経て， P.M. Sweezy〔45〕， J.Robinson〔36〕に至

るマルクス批判，即ち，マルクスはこの「法則」の論証において剰余価値率一
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定を前提したが，これをはずせば論証は成立しないとし、う批判をめぐる論争を

どう評価するかが，第二の論点となる。そして，置塩の議論をみるための前段

として柴田〔46〕のマルクス批判と都留の反批判を検討し，最後に置塩の「法

則1JJ論証についての議論と置塩に対する批判的議論を取りとげる。

マルクスの『資本論』における論証

はじめに，マルクス自身の「法則」の論証をみておこう。

周知のように，マルクスは『資本論』第E巻第E篇「利潤率の傾向的低下法

則」で，資本主義的生産の発展につれて利潤率が傾向的に低下することを法則

として定立しうることを論証している。その論証の概略は以下の通りである。

不変資本をC，可変資本をV，剰余価値をMとすれば，平均利潤率は

p'- M －－ -c十V
と定義される。（1）を変形すれば直ちにわかるように，利潤率は，剰余価値率

M/Vと資本の有機的構成 C/Vに規定される。即ち，

(1) 

p'- M/V 
-C/V十1 (2) 

である。

そこで，剰余価値率が不変のままであるとすれば，利潤率は資本の有機的構

成が高度化すると共に低下することになる。このことをマルクスは以下の数値

例によって示している。剰余価値率を 100%と仮定すると，

(I) 100 2 
C= 50 V=lOO ならば 1ゲ＝一一＝66~－%

150 3 

(II) 100 c =100, v =100なら』工、 1ゲ＝一2一00一＝50%

OIO 
100 1 c =200, v =100ならば Iゲ＝ 300 =333% 

（町〉
100 c =300, v =100ならば cl'=400 = 25% 

(V) 
100 c =400, v =100ならば ρ’＝soo=20% 
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となる。

これを以って，マルクスは次の様に言う。 「このような資本構成の漸次的変

化が単に個々の生産部面で起きるだけでなく，多かれ少なかれすべての生産部

面で，または少なくとも決定的な生産部面で起きるということ，つまり，この

変化が一定の社会に属する総資本の有機的平均構成を含んでいることを仮定す

れば，このように可変資本に比べて不変資本がだんだん増大していくことの結

果は，剰余価値率すなわち資本による労働の搾取率が変わらない限り，必ず一

般的利潤率の漸次的低下ということにならざるをえないのである。」

そして， 「不変資本に比べて，従ってまた総資本に比べて，可変資本が相対

的にますます減少して行くということは，平均的にみた社会的資本の有機的構

成がますます高くなっていくということと同じこと」であり，そのことは資本

主義生産において， 「労働の社会的生産力がますます発展していくことの別の

表現でしかなし、」のであり，上の数値例は「資本主義的生産の現実の傾向を表

わしている」ことになる。

従って， 「資本主義的生産は，不変資本に比べての可変資本の相対的減少の

進展につれて，総資本のますます高くなる有機的構成を生みだすのであって，

その直接の結果は，労働の搾取度が変わらない場合には， またそれが高くな

る場合にさえも，剰余価値率は，絶えず下がっていく一般的利潤率に表わされ

る。」

以上の様に，マルクスは，利潤率の傾向的低下法則が，剰余価値率が一定の

場合にも，またそれが上昇する場合にも成立すると説いているO

ついで，マルクスは，この「法則」が現われるに際して利潤率を高めるいく

つかの要因によって利潤率の低下が一時的に閉止されることがあることを指摘

(1) MARX〔29コ第25・a巻 p.266 〈引用頁は全集版（大月書店）のものを記す。以
下同様〉

(2) MARX, ibid. p. 267 

(3) MARX, ibid. p. 267 

(4) MARX, ibid. p. 267 
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しこれらの要因が「一般的法則に単に一つの傾向でしかないとし、う性格を与

えているにちがし、なし、」と言う。これら「反対に作用する諸原因」として，マ

ノレクメ、tま

① 労働の搾取度の増強

② 労働力の価値以下への労賃の引下げ

① 不変資本の諸要素の低廉化

④相対的過剰人口

① 貿易

① 株式資本の増加

の6点を挙げている。

①は，労働日の延長，機械の速度の増大などによる労働強化を通じて労働の

搾取度が増強されることにより剰余価値率が上昇して，利潤率の低下を弱め

る。

②は，単に経験的事実としてあげられているだけである。

③では，労働の生産力の増大による不変資本の諸要素の価値の減少が，資本

の有機的構成の高度化を緩和する要因として作用しうることが指摘されてい

る。

④では，ある部門での資本の有機的構成の高度化の結果として創出された過

剰人口が，平均よりも低い労賃で，資本の有機的構成の低い他の部門で雇用さ

れた時，一般的利潤率が高められることの指摘がなされている。貿易による生

活必需品及び不変資本の諸要素の低廉化が，剰余価値率の上昇と資本の有機的

構成の低下をもたらすことが，①で述べられている。

①は，利潤率の計算方法に閲するものであり，利潤率の高さには何も関係を

もたないから，差し当り考慮の外においてよいものであろう。

以上簡単にみてきた様に，これらの要因は，剰余価値率を上昇させる（①，

②，④，①〉か，或いは，資本の有機的構成の高度化を緩和する（①，①〉効

(5) MARX, ibid. p. 291 
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果をもち，利潤率の低下を緩和させたり，一時的に上昇させたりすることにな

る。しかし，マルクスは，これらの要因による相殺効果にもかかわらず，資本

の有機的構成を高度化することをー内在法則とする資本主義的生産の発展にお

いては，利潤率が傾向的に低下していかざるをえないと見倣するのである。

Il 資本の有機的構成の高度化

工でみたように，マルクスは，マルクス自身の事実認識に基づき資本主義社

会においては，労働の生産性の発展と共に資本の有機的構成が上昇していくと

考えていた。

ところで，マルクスは， 『資本論』で資本の有機的構成を次のように規定し

ている。 「資本の構成は二重の意味に解されなければならなし、。価値の面から

見れば，それは，資本が不変資本または生産手段の価値と，可変資本または労

働力の価値すなわち労賃の総額とに分かれる割合によって規定される。生産過

程で機能する素材の面からみれば，それぞれの資本は生産手段と生きている労

働力とに分かれる。この構成は，一方における充用される生産手段の量と，他

方におけるその充用のために必要な労働量との割合によって規定される。私

は，第一の構成を資本の価値構成と呼び，第二の構成を資本の技術的構成と呼

ぶことにする。二つの構成の聞には密接な相互関係がある。この関係を表わす

ために，私は資本の価値構成を，それが資本の技術的構成によって規定される

その諸変化を反映する限りで，資本の有機的構成と呼ぶことにする。」

資本の有機的構成は，次の様に表わすことができる。

C C / M¥  K t ¥ 
一一一＝ ・（ 1十 一）＝n・ ・（ 1＋つ-rl
V N ¥VJ  N ¥ vJ  

ここで， Kは物量単位で視ljった生産手段の量， N(=V十M）は生きた労働量，

nは価値である。マルクスの資本の技術的構成は K/Nである。従って，上の

規定からすればマルクスが，資本の有機的構成の高度化とし、う場合，剰余価値

(6) MARX (29) ~ノ：~23 ・ bを p.799 
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K 
率の上昇によるのではなく， n• －ーの上昇，即ち， C/N の上昇によると考え

N 

ていたと解釈するのが正しいようである。

以上は解釈の問題であるが，そうだとしても，マルクスは，実際に起った様

々な技術の変化を分析してそのような事実認識をもったので、あろうが，資本主

義社会において資本家が採用してし、く新技術が，通常 C/Nを高めるような性

格をもっとは，原理的には説きえないと思われる。

目 「剰余価値率一定」の前提をめぐる論争

ここでは， 7ルクスの「利潤率の傾向的低下法則」の論証は， 「剰余価値率

一定」の前提に基づいていると把え，この前提をはずせばマルクスの論証は成

立しないとする批判をめぐる論争について検討しよう。

この批判の論理は次のようにして進められる。一一資本の有機的構成が高度

化する時に，剰余価値率が一定のままである限りは，利潤率は低下するであろ

う。しかし資本の有機的構成の高度化は，労働の生産性の上昇と共に進行す

る。賃金財部門で、の労働の生産性の上昇は，可変資本の価値を低下させること

になる。そこで，もし剰余価値率一定を前提するならば，実質賃金は労働生産

性が上昇するにつれて上昇することになるが，これはマルクスの労働者階級の

窮乏化論と矛盾することになる。或いは実質賃金率が一定にとどまると考える

ならば，剰余価値率は上昇せねばならないが，このことはマルクスの「剰余価

値率一定の前提」が妥当ではないことを示すことになる。そして，資本の有機

(7) 論者によって多少の差異はあるが，この批判の類型に入る代表的なものとしては，

次の文献がある。

Tugan-Baranowsky C46), L. v. Bortkiewicz c2n C22J J. Robinson C36J, P. M. 

Sweezy C 45} H. D. Dickinson 〔23:1等。

(8) J. Robinson (36:1 p. 36 1もし搾取率が一定となる｛頃向があるならば生産性が上封

すると共に実質賃金は上昇する似向がある。労働者は，ひとつの増大する総額のうち

の不変の割合を受け取る。マルクスは実質賃金が不変の傾向をもっという彼の議論を

放棄することによってのみ，利潤率の低下傾向を証明することができる。彼はこのひ
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的構成の高度化のもたらす労働生産性の上昇は，マルクスも認めているように，

不変資本の価値を低廉化させるが故に，価値表現である資本の有機的構成の高

度化は，資本の技術的構成の高度化に比して緩慢に進むことになるO このよう

に，労働の生産性の上昇により，剰余価値率の上昇と資本の有機的構成の高度化

の緩慢化が生じるということを考慮に入れるならば，総資本に対する可変資本

の割合の減少のスピードが剰余価値率の上昇のスピードより大であることが証

明されない限り，マルクスの「利潤率の傾向的低下法則」は成立し得ない。一一一

この批判に対する反批判が，富塚〔17〕， R.Rosdolsky〔40〕等によってな

された。まず，批判が，マルクスの論証は剰余価値率一定の前提」をおいてな

されていると把えているが，註（4）の引用が示している通り，マルクスはこの法

H!Jの論証において剰余価値率一定の前提をおいてはいなし、点が指摘される。確

どい矛盾を看過したようにみえる。」

P. M. Sweezy (45江p.102 

｜一マルクスが資本の有機的構成が高度化する時に剰余価値率が不変であると仮定す

ることは，彼白身の理論体系からいっても正しくなかったといった方がよさそうであ

る。資本の有機的構成の高度化は，労働生産性の上昇を意味せざ、るをえない。そして

マルクス白身の言葉によっても，より高度の生産性は例外なしにより高い剰余価値率

をともなう。だから，一般的に我々は，資本の有機的構成の高度化は，剰余価値率の

上昇と相並んで進行すると仮定しなければならぬ。」

(9) MARX C29J第25・a巻 p.296 「可変資本に比べて不変資本の量を増大させるの
と同じ発展が，労働の生産力の増大によって不変資本の価値を減少させるのであり，

したがってまた，不変資本の価値は絶えず増大するにしても，それが不変資本の物量

すなわち生産手段の物量と同じ割合で増加することを妨げるのである。」

目。 P. M. Sweezy, ibid. p. 102 「もしも資本の有機的構成と剰余価値率とが両者とも
に変化すると仮定するならば，利潤率の変動する方向は不確定のものとなる。我々の

弓いうることは，剰余価値率の百分比上昇率が，総資本に対する可変資本の割合の百

分比減少率よりも小であるならば，利潤率は低下するであろうということだけであ

る。J£HJち，
I M M v 

ρ ＝万平Vコ白~. c干v=m•q だから

q p_ 
－一く一一去ーであれば，←ァく0となるとし、う訳である。q p 

(11) 同様の論旨による反批判として，長坂C6) Meek 「30J,i琶塩（SJ〔9J等があるο
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かにマルクスは，仮説的数値例では，剰余価値半を一定と前提し，その率を100

%としている。しかし，マルクスは資本の有機的構成の高度化による労働生産

性の上昇がいかに剰余価値率を高めても利潤率の低下傾向が成立すると考えて

いた。 『資本論』の中で，マルクスは，剰余価値率の上昇する場合でも，この

「法則」が論証される論理を示している。その論理は次の叙述の中にはっきり

と提示されている。即ち， 「充用される生きた労働の量がそれによって動かさ

れる対象化された労働の量，すなわち，生産的に消費される生産手段の量に比

べてますます減っていくのだから，この生きている労働のうち支払われないで

剰余価値に対象化される部分も充用総資本の価値量に対してますます小さい割

合にならざるを得ないのである。ところが，この充用総資本の価値に対する剰

余価値量の割合が利潤率なのであり，したがって利潤率はしだいに低ドせざる
(12) 

をえないのである。」

見られる通り，資本の有機的構成が高度化するにつれて，充用される生きた

労働が生産手段に対象化された労働（死んだ労働〉に比して減少していくとす

れば，生きた労働の必要労働と剰余労働の比がどう変わっても，或いは，剰余

価値率がし、かに上昇しようとも，生きた労働のうちの剰余労働＝剰余価値と充

用総資本の価値の比である利潤率は低下せざるをえないという訳である。

つまり，利潤率は（1）で示されるが，仮に剰余価値率が無限大になったとする

と，

M
一
十一
C

け

V一

一一
M
W
 

一C
伽
M

一v

(3~ 

となるから，次の関係が成立する。

（ロ） MARX, ibid. p. 267-8, p. 311, p. 326等における叙述も参照。

(13）富塚は生きた労働／死んだ労働の低下という点に加え，農業部門の生産力の発展

が，自然、的・技術的制約により他の諸部門よりも遅滞することが剰余価値率の上昇を

急速なものにしないという点を挙げ，このことが法則成立を補強することになると述

べている。これに対して，置塩仁10コ（p.143）が批判を加えている。
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ρ， M V±Ji.! ＝一一一く ＝］ゲ （叫c+ v= c max 
つまり，生きた労働， (=V+M）の死んだ労働（＝C）に対する比が，利j間

半の上限P’maxを規定することになる。ところが上の引用からわかるように，

マルクスは資本主義的生産の進展と共に，生きた労働が死んだ労働に比して傾

向的に減少していくと考えていた。他方，利潤率は剰余価値率をいかに高めよ

うとも生きた労働と死んだ労働の比を越えることはできないのであるから，生

きた労働と死んだ労働の比が，初期の利潤率よりも小さくなるとすれば利潤率

は低下せざるをえない。要するに，生きた労働と死んだ労働の比が傾向的に充

分に減少していくことが前提される限りにおいて，マルクスの利潤率の傾向的

低下法則の論証は成立することになる。

従って，マルクスはこの「法則」の論証において，剰余価値率一定の前提を

しているが，この前提が成立しなければ，論証にはならないという批判は，マ

ルクスの無理解からなされたものであるとし、う反批判は一応は正当なものと考

えられる。

但しここで注意しなければならないのは，置塩〔8〕が， R.Meek 〔30〕

を批判している点であるが，マルクスは利潤率の傾向的低下を主張しているの

であって，利潤率の連続的な低下を主張しているのではないということであ

る。利潤率は一時的には上昇しうるのである。例えば， 「剰余価値率の上昇と

不変資本ことに固定資本の諸要素のかなりの減価とが結びついているような場

合には，利潤率は上がることさえありうるであろう。」

VトM
（凶（ω式を基礎に「法則Jの成立を説くには， cーがゼロに収束することは必ずしも
必要ではなく， 「生きた労働と死んだ労働の比が初期の利潤率よりも小さくなる」と

いう条件があればよいことの指摘は，置塩〔io:ip. 130にある。

(15）佐藤仁13：！は，以上の論理による反批判は必ずしも成功しているとはし、し、がたし、と

し、う態度を示している。

(16) MARX, ibid. p. 288 
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N 柴田＝都留論争

( v十M¥
前節で， 「生きた労働と死んだ労働の比（＝一℃ ）が傾向的に充分に減少

していくことが前提される限りにおいて，利潤率の低ドは不可避である。」こ

とを確認した。

ところで，柴田〔4〕は， 「価値の問題は全く利害の立場から生ずる問題で

あり，経済事象の決定法則の問題とは無関係である。従って価値を考慮に入れ

て推論しでも入れずに推論しても，経済事象の問題に関する限り同ーの結論に

達する。」とし、う理論的立場に立ち，価格タームのみで推論を行ない，生産技

術の変化と利潤率との関係について次の命題を提示した。

柴田命題一一一「生産係数の変化は，それが生産費の節減をもたらすものであ

る限り，資本組成の有機的高級化を伴う場合にも，必然的に平均利潤率の上昇

を来す。」

この命題に対して，都留〔20）〔47〕が批判を加え，それに柴田が答えるとい

う形で、論争が行なわれた。

柴田は，この命題を次のように論証する。貨幣財生産部門，生産財生産部門

消費財生産部門の三部門から成る経済を考えると，各部門で平均利潤率を成立

させる価格は次式で決定される。

〈貨幣財〉 1 ＝（α。ρ1+roRP2) Cl十r)
（生産財〉 ρ1=Ca1P1十τ1RP2)(l十r)

（消費財〉 れ＝Ca2ρ1＋τ2RP2)(1十r)

但し

ai (i=0,1,2）……各財をー単位生産するのに必要な生産財の量

!"j (i=0,1,2）……各財をー単位生産するのに必要な労働量

f……平均利潤率 R……実質賃金率

(17）柴田(14)p. 203-4 

(18）柴田 ibid.p. 228, Shibata C 43) 
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(5) 

(6) 

(7) 



Pi. P2……生産財，消費財の価格

ここでは，実質賃金率が一定と仮定されているから，（5）～（7）で， ρl，九， rが

決定されることになる。

さらに，柴田は，生産係数について

ai =a2( ＝α〉， τ1＝τ2C＝τ〉 (8) 

とし、う仮定をおいているから，（6), (7）は次のようになる。

ム＝（aP1十τRρ2)(1十r) (9) 

P2=Cαρl十-rRP2)Cl十r) (10) 

今，生産係数が， (a，めから（a＇， τ’〉に変化した場合，再び平均利潤率

が成立した時

1 = (acP1’十τ。RN)(l十f’〉

ρl’＝（a'Pi’＋τ’RPz')(l十r’〉

ρよ＝（a'Pi，十-r'Rp/)(1＋〆）

となる。まず，（8）の仮定の帰結として（9), (10），及び（四）， ωより
P1=1り2=P

ω
ω
ω
 

ρl’＝九’＝ρ’

U4) 

(15) 

となる。すると，（5), (11）より

（α。＋-roR)P(l十r)=Cao +-roR）ρ’(1十r’〉側

を得る。ここで，柴田は「資本家が生産方法の変更を行う場合には，それに依

って生産費を低下するためであり，従ってかかる生産方法変化が普及すれば当

該生産物の価格は低落する筈である。」と考える。すなわち，

ρ＞P’ 

となるから，同より

〆＞r

（同

(18) 

となるという訳である。

これに対して，都留は，資本の有機的構成を高める技術変化が，価値を低下

させるような性格をもつものであれば，利潤率を低下させると主張し，一つの
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数値例を示した。しかし，都留の数値例を用いて価格を計算し，生産費を求め

てみると，それは，技術変化後の生産費を上昇させるものであると柴田は反論

ど，次のように言う o都留は「価告を下げ、るような技術変化でさえあれば，た

とえ価格における生産費（従って価格〉を上げるようなものであっても資本主
ω 

義社会において競って採択される。」という事を認めることになるO そして，

資本家の生産における規定的動機が利潤のより大なる獲得にあるのだから，資

本家は価値を低める〈労働生産性を上昇させる〉ような新技術は導入せず，費

用を低めるような新技術を導入する。このことからして，柴田命題に対する都

留の批判は，誤りであったと考えられる。

ところで，柴田の論証に誤りがないかというとそうではなし、。まず第一に柴

田の論証では，生産方法が変化した時に，価格が低下し（閉が成立するという想

定がなされている。だが，生産方法が変化した時に価格がどのように変化する

かをはじめから前提するのは誤りであって，それは論証されるべきことであ

る。故に，この想定を基礎とした柴田の議論は欠陥をもっということが，置塩

〔11）によって指摘された。第二に，柴田は，（8）式を仮定〈生産財部門と消費財

部門の資本の有機的構成が等ししうして議論している。この仮定をおかず，ま

た，柴田の議論の欠陥を正したら，どうしづ結論が得られるかについては次節

で検討する。そして，第三に，この点が最も重要なものであるが，この節のは

じめにみたように，柴田は，価値を考慮、に入れずに価格のみで推論しても，価

値を考慮に入れて推論した場合と｜司ーの結論を得られるから価値論は無用であ

ると主張しているO 確かに，次節で示す様に，価値方程式から出発して，逐次

転化を行なっていって最終的に得られる価格方程式は，柴田が議論の前提とし

た方程式体系になるO しかしそこで得られる利潤の存在条件を明らかにする

一一このことは資本主義経済の分析にとって重要一一一ためには価値論は不可欠

である。

側柴田〔15コ
側柴田 ibid.p. 131 
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v 〈置塩定理〉と「法員lj」の論証

〔1〕 〈置塩定理〉

マルクスは，平均利潤率を（1）式で定義して「法則」の論証を行なったが，各

部門の資本の有機的構成が等しくなければ，（1）式は平均利潤率の正確な値を与

えない。このことは，マルクスが，生産価格論で費用価格の生産価格化の問題

に気づきながら， 「当面の研究にとってはこれ以上詳しくこの点に立ち入るこ

とは必要ではなし、」と述べ，究極的に考察し切らなかったことによるo そのこ

とが，とりわけ，平均利潤率と著修財部門との関係について誤った結論へと導

くことの原因であったと置塩は分析しているO 従って，費用価格の生産価格化

をマルクスの示した転化方法に依って遂行した場合どうなるかが，置塩におけ

る「法則」の論証を考える時の出発点となるO

そこで，この議論を置塩〔7）に依りつつみておこう。ここでは，生産財生産

部門（第I部門〉，消費財生産部門（第E部門〉，著｛多財生産部門（第E部門〉

から構成される経済を想定する。固定資本の存在は捨象する。

各財の単位価値は

ti＝α1t1+r1 品

切

品

川

W

A

U

内
u

h

M

W

仇
M
H

tz=a2t1十Tz

ta=a3t1十T3

で決定される。

但し，

ti (i=l,2,3）……各財の単位価値

αi (i=l, 2, 3）……各財をー単位生産するのに必要な生産財の量

η （i=l, 2, 3）……各財をー単位生産するのに必要な労働量

物量タームでの生産量を X1, Xz, X3，労働単位当の実質賃金率をRとすると，

各部門の資本構成は
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c+v 
I a1x1t1十T1X1Rt2

II azx2t1十τzX2Rt2

][ 町二円ti十円X3Rt2

となるから，部門利潤率は，

M 

r1x1 (l-Rt2) 

τ2x2(1-Rt2) 

τ3X3(1-Rt2) 

i = Ti(l-Rt2) (i= 1, 2, 3) 
aiti十τiRt2

となる。従って，（幼より

a1 az aa 

τlτ2τ3  

w 
tx l l 

tx 2 2 

tx 3 3 

ω 

(23) 

が成立しなければ，価値通りの価格で，部門利潤率が等しくなることはない。

以下では， ωが成立しないとする。第1次の平均利潤率（マルクスの考えた平
均利潤率〉は，

μ 一＿ g生~1－＝型企－
i - 2jaixit1十三Jr;x;Rt2

であるから，第1次生産価格は，

P~ = (1+μ1) ( a;t 1十円Rt2) (i = 1, 2, 3) 

となる。この価格で費用価格を生産価格化して部門利潤率を求めると，

r1 - priー（a；ρi十円RPD
一－i - aip~十円RP1

をうる。ここで，もし

a1 az 

7:1τ2 

砲の

。。

。。

(27) 

であれば，各部門の利潤半は均等となるが，第1次生産価格で利潤率を均等化

できない一般的な場合を考えるために，

~手~千三L
7:1 Tzτ3 

と仮定する。すると，第2次の平均利潤率は，

μ －－~p~xi-2j(aiP1十円Rρ；）xi
2- 2j（内・Pl十τiRPDxi

となり，第2次生産価格は，
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ρ2i = (1 + μ2(aiPHr:iRPD (i = l, 2, 3) 

となる。このようにして，一般に第 n十1次生産価格は，

N+1 = (1 + μn+ i) (a1Pf十r:1RN)

p:+I= (1十μn+1)(a2Pf十円Rp:)

p-;+r = (1 + μn+ i) (a3ρf ＋τ3Rp:) 
μ _ ~p~xi－~（aiPf+r:3Rp;:)xi 
n+i - ~（αiN 十円Rp:)xi

となる。第0次生産価格は価値であるから，

P~ ＝ ti, P~ ＝ t2，バ＝ t3

である。

）
 

p
l
u
 

q
A
J
 
（
 

仇
U
，

品

。

巾

q

A
似，

3

h

M

v

h

M

V

向
日
V

(35) 

闘を初期条件とするω～倒から成る連立非線型定差方程式の解は，仰）の下で

1-Rt2>0 〈剰余条件〉 (36) 

が満たされていれば，

ρr= (1 + μ*)(a1P°t+r:1Rρn 
Pず＝(1 + μ*) (a2P°t+r:2RPt) 

ρt=(l十μ＊）（a3P"t+r:aRPt)

μ*>O, P'1'>0 (i = 1, 2, 3) 

に収束することが証明されるO （証明は置塩〔7)参照〉

後論のために，実質賃金率の定義式を陽表的に示し平均利潤率を改めて fと

する体系に書き直すと，

哨

り

品

川

可

巾

切

内ペリ

nペ
υ

n

ペ
U

（

｛

 

戸i=Cl+r)Cα1P1+r:1w)

P2=Cl+r）（α2P1十r:2W)

九＝(l+r）（α日ρ1+r:3W)

RP2=W 〈ω：貨幣賃金率〉

－A
H
H

””γ

、、，，，、、，，
J

、
．．
 
，J 

r

L

1
』

C
乙

c’u

ι

4

A

S

1

A

S

什
宝

（

（

 

となる。実質賃金率が与えられれば，側～仰で，諸価格 ρl，九，九，切の相

対比と平均利潤率 fが決定される。 ω～倒より得られる次式の根が，平均利潤
率を与える。
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fくの三（1+r)2(a1τ2一角τ1)R-(l＋けいl十r2R）十l=O (44) 

ここで，まず次の2点を確認しておこう。

〔A) 「者修財部門の生産技術は，平均利潤率の水準の決定には関係がない」

〔B) 「生産財部門の生きた労働と死んだ労働の比が，平均利潤率の上限を
ω 

画する。」

ω式に，著修財部門の生産技術係数（a3，τ3）が全く入っていないことから，
〔A）が成立することは直ちにわかる。言葉をかえていえば，（叫～ωのうち倒
式を除く 3つの方程式で， ρi/u九九／τv,rについて閉じた体系を構成し，平均

利潤率はこの 3つの方程式で決定されるようになっている。 ω式は， ρ3／却を
決定する役割を果たしているにすぎないのである。

次に，平均利潤率の上限 rmaxであるが，例式に R=O(i. e.剰余価値率が

無限大）を代入することにより，

1 ~~ 
r ＝＝一一一一一一回 lmax al ム

(45) 

となる。

これより，〔B）の成立することがわかる。従って，生産財部門の生きた労働

と死んだ労働の比が初期の利潤率より低下することが論証されるならば， 「利

潤率の傾向的低下法則」の論証が成立することになる。

さて，ここで，柴田命題の考察にもどろう o IV節の最後で述べたように，柴

田の論証には誤りのあることが置塩に指摘された。再述すると，柴田は，資本

家は生産費を低下させようとして新生産方法を導入し，そして，新生産方法を

導入した部門の価格は低下している筈であるとしたが，この論証されるべき点

が前提されていたところに誤りがあった。置塩は， 「資本家の新技術導入にあ

。1) L. v. Bartkiewicz C22:1，柴田〔14J，置塩「10コ等参照。
ω i置塩，（8コ「9J ClOコon等参照。

7'! 
倒 生産財の価値 t；は t1=a1t1十・r1_J:りt1=1二五了である。よって生産財・部門の生き

た労働と死んだ労働の比はネl二三；－ 1 となる。
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たっての態度はどのようなものであるかを考え，これを出発点としなければな
ω 
らない。」と説く。置塩は新技術導入にあたっての資本家の態度について「現

行価格で費用を低下させるような新技術を導入する」と規定し，以下のような

推論を経て，後に〈置塩定理〉と呼ばれる命題を証明した。

生産財部門で生産技術の変化のある場合を考察するO （一般的な場合につい

ては置塩〔10))

そこで， q；＝あ／τv(i=l,2) fi=l/l+rとおき， ω～ωを書きかえると，

fiq, =a,q，十円 (46) 

fiq2=a2q1十τ2

Rq2=l 

弘司

(48) 

となる。

旧技術が支配的な下で，平均利潤率が成立する時，価格は側～倒で決まる

(q,, q3）の状態にあるから，生産財部門の生産費は， a,q，十τl であるO 資本
家は，生産費を低めようとして新技術（。；， r~） を導入するが，その時の生産

費の評価は，現行価格で行なわれる。それ故，新技術は，

a,q ， 十τ，＞α；q ， 十！＂~ (49) 

を満たしている筈である。新技術が支配的となった時に成立する平均利潤率，

価格は，

fi'q~ ＝。；q；十！＂~

Rq;=l 

品

川

可

叫

U，
巾

川

可

作

m
V

介

m
V

什
mv

。’q；＝α2q；十τ2

で決定されるが，これらが技術変化前と比べどのように変化しているかが問題

である。

制と側，仰とω，ωと倒よりそれぞれ
く戸’ーα；）Jq1= -q1A戸十〔q,Ja，十Aτ，） (53) 

ω 置掘と1n
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p’L1q2＝α2L1q1 -q2L1f3 

RL1q2 =O 

但し，

Llqi=q'i-qi (i=l,2), L1f3=(3'-(3, L1a1＝α；－a1, L1-r1＝τ；ーτl
を得る。これらより，次式が成立することがわかる。

制

(55) 

｛（〆 － a~）号十q1}L1f3=q1L1a1 十 L1-r1 側

側の右辺は，側の条件より負であり，また，〔B）より L1/3の係数は正となるか

ら結局

L1 /3く0

すなわち

T’＇＞r 側

となるるO この時，（54），側より， L1q1くOとなるから，生産財価格は下落して

いる。こうして柴田の前提したことは証明される。よって，次の命題を得たこ

とになる。

〈置塩定理〉

「実質賃金率が一定の下で，資本家が現行価格で費用低下的な新技術を導入

すれば，たとえそれが有機的構成を高めるものであっても必ず平均利潤率は上
（劫

昇する。」

先にみたように，生産財部門の生きた労働と死んだ労働の比が，初期の利潤

率よりも，低下することを論証できれば， 「利潤率の傾向的低下法則」は論証

されることになるが， 〈置塩定理〉は，実質賃金率が一定である限り，この論

証方法は成立しないことを示している。というのは，まず，側，附より次の不

等式が成立する。

ねl 十~Cr-1--r~）くat 十子＝戸 (58) 
'i.l '11 

(25) J. E. Roemer〔38Jは実質賃金率が一定としづ前提にかえて，部門分配率が一定と

した時に「生産財部門で，資本使用的＝労働節約的かつ費用低下的な技術変化がおこ

った時に，利潤率が低下する」とし、う命題を証明している。
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これを書きかえると

fくす－1 (59) 

となるが，これは，技術変化後の生産財部門の生きた労働と死んだ労働の比が

投術変化前の利潤率よりも小さくなりえないことを表わしている。

ところが実質賃金率が上昇することを前提すれば，利潤率が低下し，生きた

労働と死んだ労働の比が無限に高まる可能性のあることを示すことができる。

今，実質賃金率が高まり，

RくR’ (60) 

となったとする。その時，資本家がこの実質賃金の上昇による生産費の上昇を

新技術 （a~’， T；’〉の導入により軽減しようとしたとする。その結果成立する平

均利潤率，価格は次式で決定されるO

(3"q~：＝ α；’q；’十 τ；’

(3" q；’＝a2q；’＋i-2 

R'q；’＝1 

山

υ
品

川

岬

品

川

叩

山

mv

印
刷
V

如

mv

旧技術（a1パ，）は，既存の技術の集合の中で旧価格状態の下では生産費の

最小のものであり，新技術 （a~＇＇ r~’）は，‘新価格状態の下では生産費の最小の

ものである筈だから，次の2式が成立していることになる。

α；’qi十T；’＞a1q1十τl

a,q；’十r,>a；’q；’十τ；’

(64) 

(65) 

まず，仰），側，制より

q；’－q2くO (66) 

となる0 (4カ，府訪から，

戸ぺq；’－q2）十（(3"-(3)q2 =a2 (q；’－q,) 
となるが，もし戸三三fであれば，側を考慮に入れると，

む司

q~’ － q ， くO (68) 

でなければならなし、。ところが，側，側，制より

(/3" -a；’）（ql -q；’〉く（/3"-(3)q, 
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をうる。左辺は，側と〔B）より正であるから

。”－(3＞む
となり矛盾。従って

~＂＞ (3 (69) 

即ち

γ〉 γ” 。。
となる。次に，側，削，制より

(a1 -(3) (q；’－q,)>((3＇’一戸）q；’
をうる。これと側，〔B）より

）
 

－EE
A
 

司，
a（
 

q,>q1’ (72) 

となる。

つまり，平均利潤率，生産財価格が低下することが示された。この時，側よ

り， a；’の上限は

a；’くα1 十－｝~cτI -r~＇） 
'11 

）
 
、i‘ιd‘・z『，，a
，t

・、

となるO T；’くτiである限り上で示したように実質賃金が上昇すると生産財価

格引’は低下するのだから， R＇が Rよりいくらでも大になる限り， q；’の低下

によって， a；’の上限は高まり 1に近づく（利潤率の上限がゼロに近づく〉こ

とになる。即ち，生きた労働と死んだ労働の比が無限に高まる可能性があるO

ここで，注意しておかねばならないのは，まず第一にここでの利潤率の低下

は，新技術の導入による有機的構成の上昇の結果もたらされたものでないとい

うことであるO 実際，実質賃金率が上昇したにもかかわらず，資本家が技術を

変更せずに旧技術にとどまった時に成立する平均利潤率を子とすれば，今まで

の推論からわかるように

r>r＂＞子

となる。つまり，実質賃金率の上昇による利潤率の低下が， r＂一正＞Oだけ有

機的構成の高度化により軽減されるわけであって， f から r”への低下は実質

賃金率の上昇によってもたらされたものなのである。
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そして，第二に，実質賃金率が上昇しでもこれに対抗して資本家が旧価格状

態の下でも費用を低下させるような，既知の生産技術の集合には存在していな

かった技術（革新的技術〉を開発することに成功しそれを採用するならば，

利潤率を上昇させることが可能である。

以上のようにして，置塩は「利潤率の傾向的低下を主張するためには，実質
例

賃金率の傾向的上昇を前提にしなくてはならない。」と結論するのである。と

ころで，今までの議論を振り返ってみると，生産財部門の生きた労働と死んだ

労働の比が，初期の利潤率よりも低下 （i.e.αlの増大〉すれば，利潤率は低下

せざるをえないが，この条件は，実質賃金率が一定で、あれば満たさ，れなし、。よ

って，、実質賃金率の上昇を前提しなければならなし、。実質賃金率の上昇を前提

すれば，資本家は， a1を増大させるような技術へ転換する可能性がでてくる。

可能性であって必然性ではなし、。実質賃金率の上昇に直面した資本家が，既存

の技術集合の中からしか技術を導入し得なければ，利潤率は低下する。だが，

この利潤率の低下は，実質賃金率の上昇によりもたらされるものであり，資本

家の導入した技術が αlを上昇させるものであっても，その a1 の上昇は，利潤

率低下の相殺要因であるにすぎなし、。また，資本家が新たに技術を開発するこ

とができて，それを導入すれば，利潤率は上昇する可能性がでてくるO 利潤率

がj二昇するか，下落するかは，実質賃金率の上昇の程度の如何にかかっている。

結局，利潤率を低下させる最大の要因は，実質賃金率の上昇であって，実質

賃金率の上昇にもかかわらず，利潤率の低下を軽減ないし利潤率を維持上昇さ

せるのが，新技術の導入ということになる。

従って，置塩にあっては，利潤率の傾向的低下法則が成立するか否かは，実

質賃金の上昇を契機として資本家に導入される新技術の性格如何に依ることに

なる。即ち，資本家が，生きた労働と死んだ労働の比を低めるような性格の技

術しか関発できず，それを導入せざるを得ないとすれば，利潤率は傾向的に低

下せざるをえないことになる。しかし資本家が新たに開発し導入する技術が

倒民塩 00:1p. 154 
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常にこのような性格をもっということは，原理的には説きえないのだから，置

塩は，資本主義的生産の発展と共に利潤率が傾向的に低下することを， 「法

則」として論証しえないという立場に立っていると考えざるを得ない。

〔2〕 置塩に対する批判的論議の検討

最後に置塩の議論に対してなされた批判のうち二，三のものについて検討し

よう。

〈置塩定理〉は，置塩〔33）では，固定資本を捨象した流動資本モデソレで、導出

されている。 A.A. Koniisは，この点を衝いて，「固定資本は生産の本質的特

徴であり，それを無視することは許されなし、」のであり，固定資本を無視した

置塩の議論は，「彼のすぐれた数学にもかかわらず，無効」であると批判した。

だが，固定資本を考慮した場合にもく置塩定理〉の成立することは，神里〔3), 

中谷〔5）によって証明されている。この固定資本を考慮した時の〈置塩定理〉

の正否及び「利潤率の傾向的低下法則」との関連については， Shaikh〔42〕，

Nakatani〔32),Roemer〔39〕等の最近の議論があるが，この点についての詳し

い検討は他日を期したい。

伊藤〔2）は，「資本による生産方法の発展は，市場価格のことに不況期にお

ける低落を重要な契機としてすすめられるから，もとの生産方法のもとでの均

衡価格を必ずしも費用計算の基礎としているとはいえないのではなかろうか」

と疑問を呈しているが，伊藤の疑問は誤まっていると思われる。なぜ、なら， i置

塩の議論では平均利潤率をもたらすような価格状態にある経済において，資木

家が現行価格で計算した資用価格を低下させるような技術を導入し，その技術

変化前後でどう変化しているかが問題となっているのであり，現実の景気循環

の過程で資本家が景気循環のどの局面で，どうし、う条件の下で、新技術を導入す

るかが問題とはなっていないのである。
ω 

最後に，富塚〔18〕の置塩批判を検討しよう。富塚は，段塩が「（｜川別資本に

的伊藤（3J p. 202-3 

ω 同様の置境批判として，鶴田 (16Jo
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とっての事実と社会の資本総体にとっての事実を混同」していると批判するO

即ち一新技術は，それを採用する個別資本に資本構成の高度化にもかかわらず

利潤率の上昇をもたらさぬ限り採用されないが，その新技術が一般化すること

によって総結果としては，社会の資本総体にとっての，従って，その平均的一

可除部分にとっての利潤率の低落をもたらすものであるO そして，個別資本に

利潤率の上昇をもたらすのは，新技術に充用される労働が自乗化された労働

(potenzierte Arbeit）として作用し特別利潤を生むからであるO そして，特別

利潤が稼得されるのは，新技術が一般化するまでであって，新技術の普及一般

化により消滅する。他方，新技術の一般化は，資本構成の高度化となって現わ

れ，そのことが平均利潤率の低落をもたらす。一一

まず第一に，置塩の問題としている部門の生産技術は，個別資本の生産技術

ではなく，その部門の標準的生産技術であって，その標準的生産技術の変化を

問題としているのである。それ故，確かに，標準以上，以下の生産技術で生産

している個別資本家のもとには，プラス，マイナスの特別利潤が生じる。しか

し，標準的生産技術が費用低下的なものであれば，例えそれが資本の有機的構

成を高めるものであっても，それが支配的となった状態で成立する平均利潤率

は，低下せず，逆に上昇せざるを得ないのである。

円結 主
ロ＝＝円H

剰余価値率一定の前提をはずせば， 「法則」の論証は成立しないとしづ批判

は，利潤率の上限（生きた労働／死んだ労働の比〉の傾向的低下とし、う論理に

よって一応論破されたかにみえた。しかし，マルクスの生産価格論での不徹底

性の克服，即ち， く転形問題〉の解決のうえに立って， 「法則」の論証を検討

してみると，上の論理は成立し得ないことがわかる。

従って， 「法則」の論証をめぐってなされた論争の過程で、明らかにされた諸

命題が，資本主義経済の分析にとって重要である一一一例えば，資本家によって

導入される新技術の性格の如何によっては，利潤率の低下は不可避となるとい
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う点一ーが，マルクスの「利潤半の傾向的低下法則」を一つの「削リ」として

論証することの可能性については，否定的とならざるをえない。
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は関連があるにしても，それだけでは十分な説明たりえなし、。念のためにつけ

加えておくと，国王軍と議会軍の聞の軍紀の差，あるいは指導的ジエントリや

聖職者等の影響に原因を求める説明もありうるが，これらはごく表面的，部分

的な説明でしかなし、。例えば，サマセットシャで、は1645年のー授に先立つて国

王軍の支配下にあり，その迫害に苦しんでいたという事情は州の全地域をつう

じて同様であったが，そのー授の方向は地域的に異なっているO また，たしか

にジエントリや聖職者等の指導・影響を示す事例はあるが，多くの住民にこれ

をうけいれる理由がなければ大規模なー授を組織し，これを政治的に方向づけ

ることはできないであろう。したがって，一授が異なる政治的選択を行ったに

ついては，そうした事態を生ぜしめるべき歴史的事情があったにちがし、ないと

思われるのである。

そこで，次稿においては上記の地域区分にもとづいて各地域から幾つかの地

点を選び，それぞれ革命以前の社会的，経済的状況を検討し，ごく部分的なが

ら，この問題に接近を試みたし、と思う。

る。しかし，議会派を支持した民衆は自らあるべき体制を模索しうるほどには成長し

ていなかったとしても，少なくとも旧体制に対する批判的意識はあったわけであり，

単に伝統にのみ固執していたとは思われない。また，民衆の行動をすべて地方主義の

枠にはめて意味づけようというやり方ではかえって各地域固有の問題は見失われてし

まうことになるだろう。本稿では，筆者の不手際からモリルの詳細な研究を活用しえ

なかったが，その研究を一貫する上記の視点には賛成しかねるのであり，モリルの研

究によっても本稿の大筋は影響されないように思われる。
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